（様式２）
「子ども県議会」開催事業企画運営業務委託
公募型プロポーザル応募申込書

令和８年（2026年）４月　　日

（あて先）
滋賀県知事　

	所在地

事業者名

代表者職・氏名　　　　　　　　　　印

「子ども県議会」開催事業企画運営業務委託にかかる公募型プロポーザルについて、応募申込書を提出します。
なお、滋賀県が公募型プロポーザル公告（「子ども県議会」開催事業企画運営業務委託）に示した参加資格については、すべて満たしており、下記の事項について事実と相違ないことを誓約します。
また、下記の者を連絡調整者として設置します。

記

(1) 県内に本店を有する事業者で、次の①～④の要件を満たす者。
①地方自治法施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。 
②滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること
③滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと、その他の滋賀県の機関が定める指名停止等の基準による指名停止の措置期間中でないこと。
④滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱（昭和57年滋賀県告示第142号）に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。 
（営業種目）
・大分類「役務」　・中分類「イベント」・小分類「イベント企画・運営」

(2) 県内に事務所を置く特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、協同組合または任意団体で、次の①～⑥の要件を満たす者。	
①地方自治法施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。
②滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
③代表者・構成員・事務局等の団体組織、意思決定方法、会計等、運営に関する必要な事項について規約その他の規定が作成されていること。
④規約その他の規定に定めるところにより、一の手続きにつき複数の者が関与する等、事務手続きに係る不正を未然に防止する仕組みとなっており、かつ、その執行体制が整備されていること。
⑤宗教団体や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
⑥県税、消費税または地方消費税の未納がないこと。

（連絡調整者）
所属　　　　　　　　　　　　　
役職名　　　　　　　　　　　　
氏名                          
ＴＥＬ                        
ＦＡＸ                        
e-mail                        
＊締切　 ４月15日（水）17時（必着）
